
【特別支援学校高等部】
日高等学校に準ずる教育を行うとともに、生徒一人一人の教

育的二一ズに応じ、自立し、社会参加するために必要な知

識、技能を習得できるように学習を進めます。

・希望者は、毎年行われる学校見学会(体験入学)に参加す

るようにし、学校と保護者とが必ず教育相談を行う(本目談を受

|「萄鰊賽餃[]=予
1肇麒 。

朝 こ伸

“

ほ 勤畑 こ関わる体験的な

|

|・ 希望者は、毎年行われる学校説明会 (体験入学)に参加す

|るようにし、学校と保護者とが必ず教育相談を行う(相 談を受

ける)ようにします。

・募集人員には定員があり、受験して不合格になる場合もあ

るので、その時の進路も相談しておくようにします。

・入学者選考の内容は、学力検査、面接、運動能カテスト、

1作業能カテストなどがあります。

|【福祉施設、作業所口授産所等】            |
・障害の状態等に応じた活動や作業を行い、社会生活をはじ

め生活への自信をつけることができます
。定員いつぱいの施設が多い状況となっていますが、入所・

通所にかかわらず、障害福祉サービスを利用する場合に

は、市町村の支給決定が必要となります。18歳未満の場合

は児童相談センター等がかかわる必要がありますので、早

めに市町村に相談するようにします。

・各市町村の福祉担当課には福祉ガイドブックをはじめ、地

域の事業所のパンフレットなどが置いてあります。また、WAM
NET(福祉医療機構の情報サイト)で

1情報収集をするのもよいでしょう。
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保護者と共に企業や事業所を積極的に訪間するなどして、

高等学校や特別支援学校では、期 日を決

めて学校見学や進路相談を行つているほ

か、個別に学校見学並びに進路相談にも対

応 しています。
。 個別の見学や相談

を希望される場合は、

あらかじめ中学校の

方から希望する学校

に連絡し、期日を確

、 認するようにします。
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r   . 障害者手帳は、障害の区分に応 じて次の

とお り交付 されます。

*身体障害のある方……身体障害者手帳

⇒障害の程度に応じて 1～6級を交付

*知的障害のある方……療育手帳 (名 古屋

市は愛護手帳)

⇒A判定 (1度、2度)は重度、B判

定 (3度 )は 中度、C判定 (4度 )

は軽度

*精神障害のある方……精神障害者保健

福祉手帳

⇒障害の程度に応 じて 1～ 3級を交付
。 障害者手帳は、各種の福祉サービスを受

けるために障害があることを証明するも

のですが、手帳を取得 していなくても福祉

サービスを利用できる場合があります。

・ 手帳の交付を受けた人は、就労するとき

に障害者雇用の対象となります。

・ 特別支援学校に進学する場合の入学の条

件としては、手帳の有無は関係ありません

が、手帳を持つていると就労時に障害者雇

用の対象となるので、入学後に手帳の交付

を受ける人は多くいます。
。 手帳の申請窓口は、各市町村役場です。

・ 手帳の交付を受けた後に障害の程度に変

更があつた場合

には、 申請日寺と

同様の手続きが

必要となります。


